
 

札幌駅前通地下広場 

『北海道イベントインフォメーションボード』 

利用規約 

 

 

札幌駅前通まちづくり株式会社は、札幌駅前通地下広場に、北海道内で開催されるイベン

トやお祭りを、通行者のみなさまに広くＰＲするために『北海道イベントインフォメーションボー

ド』を設置いたしました。ご利用について、以下のとおり規約を定めます。 

 

 

◆申込者 

掲示板の利用申込は原則、市町村からとします。 

但し、市町村からの推薦を受けた団体、実行委員会等からのお申込については、推薦市

町村への確認及びイベント・お祭り内容を精査した後、受付けることが可能です。 

 
◆掲示物の対象 

以下の全ての要件を満たすイベントやお祭りを告知するためのポスターやチラシ 
 

1.北海道内で行われるイベント・お祭りであること 

2.市町村が主催、共催、後援･協賛するイベント・お祭りであること 

3.広く一般の方が参加可能なイベント・お祭りであること 

 

※以下のようなイベントやお祭りについては、対象外とさせていただきます。 

 

【受付出来ない事例】 

1.企業が実施するイベント・お祭り 

2.地域の方々が組織する実行委員会の主催であるが、市町村が後援・協賛していないイ

ベント・お祭り 

3.掲出物が広告と誤認されるような場合 

4.政治や思想等の主張を行うためのイベントの告知 

5.その他、管理者が不適当と判断したイベント・お祭り 

 

◆掲示・配架物について 

A1 または B2 ポスター1 枚・Ａ４または B５サイズチラシ（100～200 枚程度）とします。 

※掲示位置の指定はお受けできませんので、予めご了承下さい。 
※掲示はイベント・お祭りに対してポスターが 1 枚。チラシ 100～200 枚程度とさせていた

だきます。それ以上の掲示をご希望される場合は、別途ご相談下さい。 
 

◆掲示期間 
お申込み日から開催日当日まで、もしくは希望された期間とします。 
但し、地下歩行空間全体を使用するイベント等の期間中や管理者が必要と判断した場
合、掲示板を予告なく一時撤去することがございます。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 



◆掲示場所 

札幌駅前通地下広場 憩いの空間西① 

※会場イメージは、 『会場イメージ図』をご参照下さい。設置場所は多少変更になる場合

があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆利用料金 

掲示板の利用料金は、別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフォメーションボード設置スペース 

設置スペース拡大図 



◆申込方法･手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用のお申込み 

受付確認 

掲示物の送付 

掲示物の受取・掲示開始 

利用料金の入金 

◆所定の申込用紙に必要事項を記入し、札幌駅前

通まちづくり株式会社（以下まちづくり会社）へメー

ル又はＦＡＸしてください。 

 

◆まちづくり会社から、内容確認後、見積書及び請

求書をお送りいたします。 

 

※掲示板利用が不適当と判断された場合は、受付

不可通知をいたします。 

◆申込者は受付完了通知受領後、30 日以内にまち

づくり会社が指定する口座へ利用料をご入金下さ

い。 

◆掲示開始日の 1 週間前までに掲示物及び電子デ

ータ（PDF）をお送りください。 

 

◆掲示期限翌日に掲示物を撤去します。 

 

掲示物の撤去 

改訂日：令和元年 9 月 14 日 

札幌駅前通地下広場指定管理者 

札幌駅前通まちづくり株式会社 

◆掲示物を受取り後、ご利用開始日よりインフォメーショ

ンボードへの掲示を開始します。 

 


